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研究成果の概要： 

 日本の古建築は、建立以後の適切な時期に、必要に応じ修理や改造の手を加えられながら現

在まで存続している。これを「建設年代の複合した古建築」と称することにして、その際に用

いられる技法と意匠の特質を、具体的な文化財建造物及び未指定の古建築の実測作業を通じて

解明した。 

 
 

交付額 

                               （金額単位：円） 

 直接経費 間接経費 合 計 

2006 年度 1,400,000 0 1,400,000 

2007 年度 600,000 180,000 780,000 

2008 年度 300,000 90,000 390,000 

年度    

  年度    

総 計 2,300,000 270,000 2,570,000 

 

 

研究分野：工学 

科研費の分科・細目：建築学 建築史・意匠 

キーワード：古建築・修理・技術・意匠・文化財・加工技術 

 
１．研究開始当初の背景 
 
 日本の古建築は、建立以後の適切な時期に、
必要に応じ修理や改造の手を加えられなが
ら現在まで存続している。従って異なる時代
の技法や意匠が融合されている場合が多い。
同一の建物に、異なる時代の技法や意匠を融
合させる際の、技術的な手法、意匠の整合の
考え方が明確ではないままとなっていた。ま
た、その際に、通常の新築では用いられない
極めて巧妙な加工が施され、古い時期の部材
を、あたかも新築のように見せたり、一方で
見え隠れ部分では巧妙な処置を行ったりす

ることがある。このような古建築の技術につ
いて、特段に認識されず、評価をされないま
まの状態であった。 
  
 
２．研究の目的 
 
「建設年代の複合した古建築」の具体的な遺
構における時代ごとの部材の峻別を基礎と
して、異なる時代の技法や意匠を融合させる
技法と意匠の実態とその考え方を解明する
ことを目的とする。 
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３．研究の方法 
 
 研究対象として、指定文化財・未指定文化
財・特定地域の古建築を選択し、異なる時代
の技法や意匠を融合させる技法と意匠に注
目しつつ、実測・観察・記録作成を行い、そ
れらの資料を集約する。 
 
 
４．研究成果 
 
⑴ 研究資料とするために、以下の建築遺構
の調査及び文献文献的資料収集を行った。 
 
①実測作業を通じて集約的に情報を収集し
た事例 
 滋賀県石山寺御影堂・蓮如堂、滋賀県三尾 
 神社本殿、滋賀県五村別院、兵庫鶴林寺太 
 子堂・本堂、岡山県仏教寺本堂、兵庫県神 
 河町内の寺社建築、滋賀県旧朽木村の寺社 
 建築、滋賀県弘誓寺境内、兵庫県西仙寺本 
 堂、京都府法界寺阿弥陀堂 
 
②文化財修理の実施されている古建築の観
察による資料収集事例 
 滋賀明王院本堂・山口県龍福寺本堂 
 
③関連資料の情報収集事例 
 大阪金剛寺金堂、広島県浄土寺持教院本堂、  
 岡山県中山神社、文化財修理工事報告書か 
 らの情報収集 
 
⑵ 建立や修理の際に、古材を再利用するこ
とは夙に知られているが、それは床下・屋根
裏などの見え隠れ部分において顕著である。
その古材が復原的調査の重要な史料となっ
てきた。 
 しかし今回の研究によって、古材の転用で
はなく、従来と同部位、もしくは部位を変え
ても化粧材として使う事例が少なくないこ
とが判明した。特に、大規模な改修を行うに
際し、柱その他の主要部材を巧妙に削り直し、
化粧材として用いることがかなり広汎に行
われてきた。更に部分的な修理の場合であっ
ても同様な技術が巧妙に駆使されている事
例も少なくない。このことは早く文化財修理
技術者竹原吉助なども個別に指摘している
（「選定保存技術（古式規矩）記録 保持者
竹原吉助」『文建協通信』NO.87 文化財建造
物保存技術協会 2007 年）し、個々の文化財
修理工事報告書でも指摘されてきたところ
である（例：『重要文化財桑実寺本堂修理工
事報告書』滋賀県教育委員会 1986 年）。 
 しかしこの事実は、確認がきわめて困難で
あり、部材の接合部での部材表面の段差の確
認のほか、部材寸法の比例関係の比較によっ
て把握する必要もある。見え隠れ部分のわず

かな削り残しが、確認の契機となることもあ
る。 
 改修によって、建立時と修理時の部材が混
在することになるが、部材の転用・削り直
し・回転・彩色等の手法を用いて、改造を隠
すことは一般的である。一方で、みえがかり
部であっても改修の痕跡を残す部材を使用
する場合もある。 
 意匠的な面に注目すれば、従前の意匠を踏
襲する改修と、全く異質な意匠を付加する例
とが併存する。前者は従前の意匠を模倣した
部材を補うものであり、一般的にはその時代
差は、様式や材質から判別できる。しかし巧
妙にまねていたり、同じ流派や系統の工匠の
手になる修理の場合、判別容易でないものも
ある。後者は従前の意匠に拘泥しない方法で
あり、目立つ部位で意図的に最新の意匠を誇
示することが計画されていたとおもわれる
事例もある。 
 こうした全く正反対の改修手法が併せ用
いられていた要因として、「先規」や由緒を
重視する意識と、改修後のみえがかりを重視
する意識とが想定される。造営や修理に関わ
る寺社・檀越（施主）と工匠の意図・意識の
せめぎ合いの中で、いずれの手法が採用され
るかが決まってくると想定される。 
 この背景には、古記録・古文書にしばしば
みられる「先規に違わざる」ように復興する
という古代・中世の意識が影響していると推
定される。「先規に違わざる」とは、現代の
ように「寸分違わず」を意味するものではな
く、由緒をもった従来の部材を残すことに加
えて、それを補完する新たな部材の併存を許
容するものであったと考えられる。 
 ところで、文化財未指定の中・近世の寺社
建築を多く残す滋賀県高島市旧朽木村内で
は、改修を行う際、以下の三種法が確実に併
用されてきた。 
①従前の部材をそのまま再利用する（この場
合は解体もせずに従前のままを用いる）。 
②形状や意匠を模倣した取替材を用いる（こ
の場合の模倣は、大工の伎倆により、判別容
易ならざる場合と、明瞭な差を生ずる場合と
がある）。 
③旧位置で再利用する材も転用する材も共
に部材の表面を削り直して再利用する（一般
的には判別不可能、削り残しによって判明す
る場合がある）。 
 このため組物から上がすべて中世の部材
の神社本殿や、明らかに近世の部材で作られ
ているも拘わらず垂木の反り増しを持つ中
世風の本殿、見え隠れ部分に削り直す以前の
木肌や墨書を残す本殿など、多様な遺構が複
数見いだされた。こうした事例が旧朽木村内
に顕著なことから、「建設年代の複合」の現
象が地域的な特質かとも思われる。同様な地
域色は岡山県の中国山地山間部にも見られ



 

 

る（仏教寺・持教院）。しかし、収集した実
例を包括的に勘案すると、「部材再利用」「部
材削り直し」「形式・意匠の先例模倣」とい
う保存的手法と、修理屋建て替え時点の意匠
や技法による新築的手法が混在することは
むしろ一般的であり、完全な新築は限定的で
あったとさえ言えることになる。 
 一般に、大規模な改修では、解体、半解体、
部分修理の三方法のいずれかが行われるこ
とは言うまでもない。しかし全面的な解体は
別として、通常は全く解体しない部分を保持
しつづける例が多い。建物の上半部か下半分
を全く解体していない遺構は民家において
も見られる。朽木村大宮神社本殿は大斗から
上が全く中世の部材のままで、柱以下は江戸
時代後期にすべて取り替えられている。その
ため接合を余儀なくされる虹梁に、複雑な継
手に加えて車知で固める手法を併用する。こ
うしておきつつも、柱の一部は削り直して再
利用しているらしく、在来の部材への強固な
こだわりが見られる。 
 古建築改修の実態を見る時、すべてを新材
で定期的に造り替える伊勢神宮の式年造替
は、日本建築の歴史の中では極めて特殊な位
置にあることになる。 
  
 
⑶ 以上のように、古建築の修理実態を解明
した。古材の再利用は日本建築の歴史におい
ては、むしろそれが当然であり一般的ですら
あった。それ故、部材の再利用は、同じ部位
であれ、別の部位に動かしてであれ、極めて
巧妙に、時に無骨に行われていた。 
 本研究成果の応用、あるいは及ぼす影響と
して、以下の諸点が挙げられる。 
 古建築修理の伝統的特色を確認した場合、
一部の部材についての自然科学的方法によ
る年代判定はきわめて危険な手法であるこ
とも判明する。 
 次に、古建築には常に古材は混入しており、
それは決してあからさまにではないという
点を踏まえて、古建築の評価を行うべきこと
が明らかとなってきた。すなわち、いかに継
承されてきたかが文化財評価の指標の一つ
になるのである。 
 本研究の成果は、文化財保存の場面におい
ても留意して文化財を評価し、また修理を進
めるべきことをも示唆している。 
 残された課題として、こうした修理の技術
的特質に関する文献的史料が、出雲大社で報
告されている「白削建直し」（『出雲大社社殿
等建造物調査報告』大社町教育委員会 2003
年、西山和宏「白削建直し」 『奈良文化財
研究所紀要 2003』奈良文化財研究所 2003
年）以外には見いだすに至っていないことが、
重要である。技法の解明とともにその社会的
背景の解明について、今後も継続的に本研究

の視点からの史料を収集することによって、
その歴史的実態がより明確になると考える。 
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